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公益財団法人横浜市芸術文化振興財団職員が行った不正行為 

の経過及び対応について 

 

１ 趣旨 

  平成 22 年 5 月 18 日に公益財団法人横浜市芸術文化振興財団（以下「財団」）が

記者発表を行いました、財団職員による不正行為について、その後の経過と財団所

管局としての対応について報告します。 

 

２ 不正行為及びその後の経過 

 （１）不正行為の概要 

    平成 21 年 10 月 10 日（土）、11 日（日）に開催された『横濱ジャズプロム

ナード 2009』（主催：実行委員会 委員長：西丸與一）に係る経費のうち、

12,299,761 円を同実行委員会の事務局を担当していた財団職員が私的に流用

したものです。 
財団は、当該職員を 5 月 18 日付けで懲戒免職とし、同時に４名の管理監督

者についても懲戒減給処分を行いました。 
 （２）きっかけ及び原因 

    当該職員は、個人的な債務の返済に追われる中で、同事業の経費を私的に流

用しました。さらに、本来であれば別々に管理する通帳と印鑑を一緒に保管し、

担当者が一人で使用できる状態であったこと、また、管理監督者が事業の進ち

ょく状況や収支状況の確認を怠り、不適切な状況を見逃すなど、その責任を果

たしていなかったことが原因です。 
 （３）その後の経過 

当該職員から、5 月 17 日に 5,000,000 円、5 月 21 日に残額の弁済があり、

私的流用の全額が既に実行委員会に返納されています。 
 
３ 財団所管局としての対応 

 （１）横浜市芸術文化振興財団に対する業務改善勧告 

    5 月 18 日に財団理事長（澄川喜一）あて、業務改善勧告を行いました。 

【業務改善勧告の内容】 
１ 財団で行う経理関係事務の総点検を行い、必要な改善を行うこと。 
２  財団としての適切な内部統制実現のため、管理監督者に対して、その役割と意

識の徹底を図ること。 
３ コンプライアンス研修計画を立案し、実施すること。 
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   これに対し６月８日に財団より、業務改善勧告に対する改善報告書の提出があ

りました。 

【業務改善報告書の主な内容】 
１ 財団で行う経理関係事務の総点検を行い、必要な改善を行うこと。 
[改善報告] 
（1） 実行委員会事務局を担う場合の経理事務の改善 

実行委員会事務局を担当する職員とは別に、財団の業務管理を行うグループが

印鑑の管理、金銭処理を行うとともに、毎月口座等のチェックを行います。  
（2） 財団経理事務における伝票、関係証憑類と通帳の調査、点検 

財団の経理事務が適正に執行されているか確認するため、財団事務局及び財団

が所管する全施設の経理事務に関し、通帳から現金をおろして支払い、決済を行

っている業務すべてについて点検しました。 
   その結果、確認件数は 1,522 件あり、問題はありませんでした。 
 (3) 財団の全施設、グループにおいて、現金を直接収受している業務に関する点検

   財団が所管する全施設、グループにおいて現金（当日券の売り上げ、付帯設備

利用料金等）を扱う場合の対応、チケットの管理方法、通帳・印鑑の管理及び支

出方法を点検しました。 
   その結果、各施設に経理規程及び経理規程施行要綱に沿った管理が行われてい

ました。 
 
２  財団としての適切な内部統制実現のため、管理監督者に対して、その役割と意識

の徹底を図ること。 
[改善報告] 
  平成 22 年 7 月から管理監督の立場にあるグループ長及びリーダーに対して、内

部統制の役割や重要性を確認するための研修を実施します。 
   研修内容 
   内部統制研修、マネージメント研修、コーチング研修、育成面談力向上研修 
   職場診断研修、コミュニケーション研修、チームワーク強化研修 
 
 
３ コンプライアンス研修計画を立案し、実施すること。 
[改善報告] 
  平成 22 年 6 月 15 日、17 日、22 日に、全職員を対象としたコンプライアンス研

修を実施します。 
   研修内容 
   「コンプライアンスは何か」を基礎から学び、コンプライアンスマインドの醸

成と職業に対する誇り、やりがいを高めることを目的とした研修。 
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（２）市民局外郭団体緊急業務監察の実施 

    横浜市芸術文化振興財団での職員の不正行為の発覚を契機として、外郭団体

における同様の業務の状況、実態を把握し、必要があれば改善を行い、今後の

再発防止を図るため、局所管のすべての外郭団体（公益財団法人横浜市芸術文

化振興財団、財団法人横浜市体育協会及び財団法人横浜市男女共同参画推進協

会）を対象とした緊急業務監察を実施しました。 

【緊急業務監察の実施及び結果の概要】 
１ 対象及び年度  

実行委員会形式の事業において外郭団体の職員がその経理事務等に関与してい

るもの（２団体８事業）。※財団法人横浜市男女共同参画推進協会は該当事業なし 
平成１７年度～２１年度（継続事業は過去５年間まで遡り） 
 

２ 監察日 
  平成 22 年 5 月 21・24・25・27・28 日（５日） 
 
３ 監察結果及び改善指摘・指導事項 
(1)  公益財団法人横浜市芸術文化振興財団（２事業） 

ア 監察結果 
不正行為が行われた「横濱ジャズプロムナード 2009」以外は、経費の私的

流用の事実はなく、収入支出の金額は適正でした。 
イ 主な改善指摘事項 
（ア）収入伝票、支出伝票は、適切な決裁を受けて処理すること。 
（イ）キャッシュカードは廃止すること。 
（ウ）通帳、印鑑は権限のある者が適切に保管するなど、担当者が一人で支出で

きる状態を絶対に作らないこと。 
（エ）仮払、立替払を毎月確認し、速やかに解消又は精算すること。 

  （オ）管理監督者は、適時決裁し、伝票、通帳等を必ず確認し、収入支出の状況

を把握すること。また、内部けん制体制についても工夫すること。 
(2)  財団法人横浜市体育協会（６事業） 

ア 監察結果 
すべての事業において、経費の私的流用の事実はなく、収入支出の金額は適

正でした。 
イ 主な改善指導事項 
（ア）その年度限りの事業であっても、経理規程等を整備し、適正な経理処理を

行うよう努めること。（１事業） 
（イ）現金は、できる限り当日又は翌日に金融機関に預け、保管期間を短縮する

よう努めること。（２事業） 
 

４ 改善指摘・指導事項への対応 
  各団体へ通知し、改善を要請します。 

 

４ 添付資料 

  記者発表資料（5月 18 日） 
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